




　蝋燭（ろうそく）基礎

　　・軟弱な土地に建物を建てるときの工法。

　　・建物５と建物６に採用されている。

　　・建物１・２の礎石を蝋燭基礎の根石として利用している。

　　　→第 1面と第２面の建物構造・配置がほぼ同じ。

　　　

３．見つかった建物の居住者

　（１）第２面：18 世紀中頃～後半

　　・『通信使淀城下到着図』寛延元年（1748）

　　　　（朝鮮通信使が淀に到着したときの様子を描いた絵図）

　　　　”八太三左衛門”と記載がある。

　　　→家老の八太三左衛門の屋敷地

　（２）第１面：18 世紀末～ 1868 年

　　・「淀城下町図」（常松隆嗣氏作図）：慶応年間の絵図をもとに作られた図

　　　　調査地の居住者は 1000 石以上。

　　・「御家中名順帳」慶応三年（1867）：幕末の淀藩士の名簿

　　　　1000 石以上の藩士は八太監物、稲葉七郎兵衛ほか２名。

　　・「京地変動淀大軍実録」明治四十一年（1908）：鳥羽・伏見の戦いを経験した元淀藩士の回顧録

　　　　鳥羽・伏見の戦いで被災した東曲輪居住者は八太監物、稲葉七郎兵衛ほか４名（先の２名とは別）。

　　・火災処理土坑（ゴミ穴）から「八太」と書かれた磁器が出土

　　　→家老の八太三左衛門の屋敷地

　★建物には家老が居住していた。淀城で家老屋敷が見つかったのは初めて！

図４　第１・２面の建物範囲および蠟燭基礎の位置（１：200）

図５　蠟燭基礎模式図写真５　鳥羽・伏見の戦いで被災した建物６と蠟燭基礎（北西から）
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　　　図６　八太三左衛門屋敷と今回調査地

（『山州淀城御府内之図』（1750 年製作、『瓦器録想其

の三　淀城』より転載）を拡大・加筆。左が北。）

写真６　「八太」と書かれた磁器

　　　　（下段写真は磁器の高台部分の拡大）。
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　　②部屋の数

　　　・近世的な建物構成ができあがる以前

　　　　　→１つの建物につき４～６部屋（横並び２～３部屋×２～３列で、「広間」とよばれる）

　　　　　→すべての部屋を同時に使うのではなく、使い方に合わせて２～３部屋を使う。

　　　　　（縦ならびの２部屋を使ったり、横並びの３部屋を使ったりと、さまざま。）

　　　・近世的な建物構成ができあがってから

　　　　　→１つの建物につき２～３部屋（横並び２～３部屋×１列で、「書院」と呼び方が変化する）

　　　　　→使い方に合わせて２～３部屋を使う。

　　③部屋の構造

　　　・２～３部屋のうち、最も奥の部屋は、床が１段高い。

　　　・最も奥の部屋は、客を迎え入れたときに（Ｂ．対面）身分の高い方が使う。

　　　　　　大書院…………………Ｂ．対面（より公的）

　　　　　　小書院…………………Ｂ．対面（公的）

　　　　　　居間書院………………Ｂ．対面（内輪での非公式なもの）

　　④各建物・各施設の基本的な位置

　　　　大書院・小書院・居間書院………敷地の南側

　　　　庭……………………………………書院の南側

　　　　居間・台所…………………………書院の北側

４．見つかった建物の性格 －武家屋敷の表と裏－

　（１）武家屋敷とは

　　近世の城下町における武士の住居。

　（２）近世武家屋敷の構造と生活

　　Ａ .接客（客を迎え入れる。※作法あり）　　Ｂ．対面（迎え入れた客と、主人が対面する。※作法あり）

　　Ｃ．儀式・行事（対面の際に行う。）　　　　 Ｄ．居住（料理・睡眠など、生活をする。）

　　※基本的には室町時代から変わらない。

　（３）近世武家屋敷の成立

　　①成立までの過程

　　　　平穏な江戸時代が訪れる

　　　　　↓

　　　　江戸の大名屋敷では、一つの建物で将軍を迎えて能を演じたり、宴会を行った。

　　　　　↓

　　　　次第に大規模になってきたので、宴会の準備に時間と場所が必要になる。

　　　　能と宴会の建物を分離するようになる。

　　　　（例：能→大書院、宴会→小書院）

　　　　　※ 同じ建物であった居間書院（主人の執務空間）、居間（居住空間）も分離される。

　　　　　↓

   　　 １つの建物＝１つの使い方　

　　 　 ★近世的な建物構成の成立（17 世紀後半頃）

　　　　　　大書院…………Ａ .接客（能など）　　　居間書院…………Ａ .接客（内輪での非公式なもの）

　　　　　　小書院…………Ａ .接客（宴会など）　　居間………………Ｄ．居住（料理・睡眠など）

大書院

小書院

居間書院

居間

使用人の労働・居住空間

式台玄関

表向きの建物
裏向きの建物

図７　近世武家屋敷の建物構成

　　　（「宇和島藩江戸中屋敷図」

　　　（平井聖 1978『日本の近

　　　世住宅』を一部加筆。）

　　　　　　　　　　　　　　　　図８　部屋数の変化

　（「広間・書院平面の変遷」（平井聖・鈴木解雄 1990『日本建築の鑑賞基礎知識』収載）

　　　を一部抜粋）

　 横並び３部屋×３列

（二条城行幸御殿：1626 年）

 横並び３部屋×２列

（内裏小御所：1663 年）

 横並び３部屋×１列

（宇和島藩江戸上屋敷

　　　書院：明暦年間）
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　（４）見つかった建物の性格

　　第 1面と第２面の建物構造・配置は、ほぼ同じ。

　　→建物１・５、建物２・６、建物３・７はそれぞれ、同じ性格の建物とみられる。

　　①建物１・５

　　　・張出部は、三鉄門（本丸への入口）に向かい合う位置にある。

　　　・『淀古今真佐子』宝暦三～十二年（1753 ～ 1762）：著者が城内を巡りながら各施設を解説した書物

　　　　　城内の三鉄門と東曲輪の家老屋敷の門が向かい合う。

　　　・建物１は、張出部西側に通路がある。

　　　・建物５は、張出部に葛石の抜取に伴うとみられる溝がめぐる。　

　　　　→表向きの式台・玄関を備える建物

　　　　　※間口の広い（幅２間）式台は、上級武士の屋敷に類例が多くみられる。

　　　　　　（庄内藩家老屋敷、高遠藩家老屋敷、備中松山藩家老屋敷など）

　　②建物２・６

　　　・表向きの式台・玄関から廊下で直結する。

　　　・南北に長い建物。

　　　・建物６は、建物南面に縁側と意匠を施した三和土がある。建物の南外を意識したつくり。

　　　・この建物に限ったことではないが、礎石間の幅が６尺５寸なので畳敷の建物も想定できる。

　　　　→表向きの書院（南側には庭があった可能性）

　　　　　※地方の武家屋敷であれば、書院を１つしか持たない事例のほうが多い。

　　③建物３・７ 　　　・書院（建物２・６）の北側に位置する。

　　　・建物７は、建物内部に溝が通る（地表面の高い北側へあえて排水している）。

　　　　→水回りの施設（料理の間など）の可能性がある。

　　④建物４

　　　・石垣基礎の上に立つ建物。

　　　・玄関からみて、敷地の奥に位置する建物。

　　　　→蔵などの可能性がある。

　　⑤建物の表と裏

　　　→建物構造の違いからも、表向きと裏向きがあることがわかる。

　５．建物再建の背景

礎石の大きさ
（建物が地面に沈み込むことを防ぐ）

建物の性格

建物１・５

（式台・玄関を備える建物）

建物２・６

（書院）

建物３・７

（水回りの施設か）

幅約 40cm（巨大）の石材を

（建物の側辺に配置する）

幅約 20cm（通常）の石材

あり

（建物の側辺に配置する）

なし

表向き

裏向き

表２　表向きと裏向きの建物

　　図９　「城州淀城圖」（1649 ～ 1669 年の間に製作）

　（西尾市岩瀬文庫古典籍書誌データベース収載絵図の一

　  部をトレース、加筆。右が北。）

　　図 10　「通信使淀城下到着図」（1748 年）　

　（京都市歴史資料館 2010『朝鮮通信使関係文書』

　  より転載。右が北。）

図 11　高遠藩家老の家（北入り・133.7 坪）　

（大岡敏昭 2017『江戸時代の家』より転載）
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　　（１）敷地の嵩上げ

　　　・18 世紀後半（建物１～４の廃絶から建物５～７の新築までの期間）に、敷地の嵩上げを行う。

　　　・「越後国領分村替之事」天明四年（1784）／「滞府中之部」天明五年（1785）

　　　　（要約）18 世紀後半の淀藩は、洪水被害などによって藩財政が窮乏化していた。

　　　　　　　 藩主稲葉正諶は、洪水対策として淀城内の地盤の低い家中の屋敷地のうち、

　　　　　　 　捨て置きがたい箇所の「地揚」を普請するため、天明五年（1785）に申請書を提出した。

　　　　→（文献のいう場所は不明だが、）今回調査で見つかった嵩上げはこれと一連の工事の可能性あり。

　

　まとめ

　　①２時期の家老屋敷（八太三左衛門・八太監物）が見つかった。

　　　・淀城では、初めて見つかった家老屋敷。

　　　・見つかった建物は、表向きの施設（式台・玄関を備える建物、書院）。裏向きの施設は建物４がある。

　　　・非常に残りがよく、武家屋敷の構造を考えるうえで貴重な事例。

　　②鳥羽・伏見の戦いに伴う火災痕跡を確認。

　　　・淀城で、平面的な広がりで確認できたのは初めて。

　　　・八太監物屋敷が被災したという、文献内容を裏付ける成果。

　　③度重なる洪水を背景に、敷地の嵩上げが行われた。

　　　・今回見つかった嵩上げは、天明五年（1785）の「地揚／地上（ぢあげ）」に関連するものとみられる。

　　　・淀地域における防災の歴史を考えるうえで貴重な事例。

　　④蠟燭基礎という、西日本では類例をみない工法が確認された。

　　　・江戸周辺でしかみられない工法。

　　　・江戸周辺の藩領を介して持ち込まれた可能性が考えられる。

　　　　　　　　　図 12　藩主稲葉正諶による嵩上げ工事の申請（1785）

　（『諸例集』「滞府中之部」（国立公文書館デジタルアーカイブ収載）を一部抜粋、加工）

　　（２）洪水被害

　　　・『徳川実紀』安永三年（1774）条

　　　　大風雨で淀城と城下町に被害が出たので、藩主稲葉正諶は、幕府から金 5000 両を貸与された。

　　　　　　（参考）１日 23 人の大工＝１両（18 世紀後半）、

　　　　　　　　　 １日１人の大工＝ 1.5 万円（2016 年厚生労働省統計）で計算すると、

　　　　　　　　　 5000 両＝ 17 億 2500 万円

　　（３）蠟燭基礎

　　　・軟弱な土地に建物を建てるときの工法。

　　　　→砂で嵩上げをして地盤が脆弱になったため、採用されたとみられる。

　　　・江戸周辺でしかみられない工法

　　　　（茨城２例、千葉３例、埼玉１例、東京 19 例、神奈川１例）

　　　　→江戸周辺から局所的に持ち込まれた工法と考えられる。

　　　・藩領を介して持ち込まれたか

　　　　→ 1723 年以降淀藩は、現在の茨城・千葉に 58 ヶ村の藩領を持っている（飛び地）。

　　　　→千葉にはこれを管轄する陣屋（大森陣屋）も設置され、淀藩士が詰めている。
　　　　　　　　　　図 13　「城州伏見其外所々出火之図　極本しらべ」明治元年（1868）

　（京都市歴史資料館『京都摺物集成』より転載。図中央に淀城、城下町の範囲が赤く塗りつぶされている。）
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